
＜診断及び登校許可証明書について＞ 
学校では、お子様が感染症で出席停止となった場合、原則として登校する際に医師の「診断及

び登校許可証明書」を学校に提出する必要があります。（岡崎市外の病院を受診される場合、有

料となることがあります。）医師より出席停止の判断をされた場合は、至急学校へ連絡をお願い

いたします。 
○登校時に「診断及び登校許可証明書」が必要な疾病 

百日咳、麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふく）、風疹、水痘（みずぼうそう）、咽頭

結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、腸管出血性大腸菌感染症

（Ｏ１５７等）、流行性角結膜炎、コレラ、腸チフス、細菌性赤痢、パラ

チフス、急性出血性結膜炎 など 

○「診断及び登校許可証明書」を必要としない疾病 

溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、伝染性紅斑、流行性胃

腸炎、ヘルパンギ―ナ、伝染性軟属腫（みずいぼ）、伝染性膿痂疹（とび

ひ）、ウイルス性肝炎 など 

 

＜インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症について＞ 
 市内の小中学校では、インフルエンザや新型コロナウイルスによる欠席が増加傾向にありま

す。中には、学級閉鎖をしている学校もあります。今後、お子様がインフルエンザや新型コロナ

ウイルスに感染した場合は、以下のように対応をお願いいたします。 

①感染が確認された場合、医療機関で下の用紙をもらう。（もらえなかった場合は、学校から

お渡しします。） 

②電話または欠席連絡用フォームにて学校へ連絡する。※出席停止期間も教えてください。 

③必要事項を記入し、出席停止期間が終了して登校する際に、学校へ用紙を提出する。 
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